
 
 
 
 
 
 
 
 

 令和７年12月８日 

 

 

「技能実習制度運用要領」の一部改正について 

 

 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成28年法律第

89号）に基づく技能実習制度の運用に必要な事項を定めた「技能実習制度運用要領」につ

いて、下記のとおり必要な改正を行いましたので、公表いたします。 



別紙 
【通し番号】１ 

【改正箇所】第４章第２節第３（３）技能実習生の基準に関するもの 

改正 現行 

○ 規則第 10 条第２項第３号ヘの「国籍又

は住所を有する国又は地域の公的機関か

ら推薦を受けて技能実習を行おうとする

者であること」については、送出国の公

的機関が作成した推薦状を技能実習生ご

とに提出することが必要となります（別

紙を用いて複数の技能実習生の推薦状を

まとめて発行することは可能です。）。 

ただし、二国間取決めを作成している

国のうち、インド、フィリピン、バングラ

デシュ、ミャンマー、ブータン、ウズベキ

スタン、パキスタン、タイ、東ティモール

については、その取決めに基づき、当該

推薦状の発行はされないため、提出は不

要です。 

○ 規則第 10 条第２項第３号ヘの「国籍又

は住所を有する国又は地域の公的機関か

ら推薦を受けて技能実習を行おうとする

者であること」については、送出国の公

的機関が作成した推薦状を技能実習生ご

とに提出することが必要となります（別

紙を用いて複数の技能実習生の推薦状を

まとめて発行することは可能です。）。 

ただし、二国間取決めを作成している

国のうち、インド、フィリピン（追加）、

ミャンマー、ブータン、ウズベキスタン、

パキスタン、タイ（追加）については、そ

の取決めに基づき、当該推薦状の発行は

されないため、提出は不要です。 

 

  



 
【通し番号】２ 

【改正箇所】第４章第２節第３（７）講習の基準に関するもの 

改正 現行 

（７）講習の基準に関するもの 

（略） 

 

○ 第１号の技能実習生については、入国

後一定の機関、「① 日本語」、「② 本邦

での生活一般に関する知識」、「③ 出入

国又は労働に関する法令の規定に違反し

ていることを知ったときの対応方法その

他技能実習生の法的保護に必要な情報」

及び「④ ①から③までのほか、本邦で

の円滑な技能等の修得等に資する知識」

に掲げる科目について、講習を受講する

ことが必要となります。 

※（略） 

※（略） 

※（略） 

※ 入国後講習を開始する際に、技能実習

生に対して、アプリ版技能実習生手帳の

インストール方法を案内してください

（技能実習生がスマートフォン等電子端

末を所持している場合には、常に最新バ

ージョンの技能実習生手帳が確認できる

アプリ版のインストールを推奨しま

す。）。なお、実際に講義で使用する技能

実習生手帳は、冊子版のほか、電子デー

タ版を印刷したもの、アプリ版のいずれ

を使用しても差し支えありません。 

 

○ 各科目における留意点は次に記載する

とおりです。 

①（略） 

②（略） 

③（略） 

※（略） 

※（略） 

（削除） 

 

 

 

 

（７）講習の基準に関するもの 

（略） 

 

○ 第１号の技能実習生については、入国

後一定の機関、「① 日本語」、「② 本邦

での生活一般に関する知識」、「③ 出入

国又は労働に関する法令の規定に違反し

ていることを知ったときの対応方法その

他技能実習生の法的保護に必要な情報」

及び「④ ①から③までのほか、本邦での

円滑な技能等の修得等に資する知識」に

掲げる科目について、講習を受講するこ

とが必要となります。 

※（略） 

※（略） 

※（略） 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 各科目における留意点は次に記載する

とおりです。 

①（略） 

②（略） 

③（略） 

※（略） 

※（略） 

※ 講義で使用する技能実習生手帳は、冊

子版のほか、電子データ版を印刷したも

の、スマートフォン向けアプリ版のいず

れを使用しても差し支えありません。 

 



 
【留意事項】 

（略） 

【用語の解説】 

○ 技能実習生手帳 

技能実習生手帳は、技能実習生が日本

において健康で充実した技能実習生活を

過ごすことができるように技能実習生の

心構え、生活・衛生面における情報、出入

国及び労働関係法令のほか、行政相談窓

口の案内など、技能実習生に役に立つ情

報を分かりやすくまとめ、技能実習生の

母国語に翻訳した上で、技能実習生の入

国時に入国審査官を介して配付されてい

るものです。技能実習生手帳については、

機構のＨＰに公表していますので御活用

ください。 

なお、最新の技能実習生手帳をいつで

も、どこでも見ることができるアプリ版

技能実習生手帳もありますので、御活用

ください。 

【留意事項】 

（略） 

【用語の解説】 

○ 技能実習生手帳 

技能実習生手帳は、技能実習生が日本

において健康で充実した技能実習生活を

過ごすことができるように技能実習生の

心構え、生活・衛生面における情報、出入

国及び労働関係法令のほか、行政相談窓

口の案内など、技能実習生に役に立つ情

報を分かりやすくまとめ、技能実習生の

母国語に翻訳した上で、技能実習生の入

国時に入国審査官を介して配付されてい

るものです。技能実習生手帳については、

機構のＨＰに公表していますので御活用

ください。 

なお、最新の技能実習生手帳をいつで

も、どこでも見られるようスマートフォ

ン向けアプリを開発しておりますので、

同アプリも併せて御活用ください。 

 

  



 
【通し番号】３ 

【改正箇所】第４章第２節第３（７）講習の基準に関するもの 

改正 現行 

（７）講習の基準に関するもの 

（略） 

 

○ 各科目における留意点は次に記載する

とおりです。 

①（略） 

②（略） 

③ 出入国又は労働に関する法令の規定に

違反していることを知ったときの対応方

法その他技能実習生の法的保護に必要な

情報（専門的な知識を有する者（第一号

団体監理型技能実習に係るものである場

合にあっては、申請者又は監理団体に所

属する者を除く。）が講義を行うものに限

る。） 

以下の事項等が講義内容に含まれてい

なければなりません。講義では、以下の

事項について技能実習生手帳の該当部分

を示し、また、出入国在留管理庁作成の

広報動画を活用するなど、わかりやすく

説明してください。 

・ 技能実習法令、入管法令、労働関係法令

に関する知識 

・ 実習実施者や監理団体等が技能実習法

令等の規定に違反していることを知ったと

きの対応方法（申告・相談） 

・ 労働基準関係法令違反の申告・相談先で

ある労働基準監督署等の行政機関への連絡

方法（※申告による不利益取扱いの禁止に

係る事項を含む） 

・ 賃金未払に関する立替払制度や休業補

償制度、労働安全衛生や労働契約に関する

知識 

・ 社会保険に関する事項（加入と保険料納

付の義務、社会保険の種類と給付、社会保

険の対象となる従業員、社会保険料の額、

厚生年金又は国民年金の脱退一時金の請求

手続） 

・ 労働保険（労災保険及び雇用保険）に関

する事項 

（７）講習の基準に関するもの 

（略） 

 

○ 各科目における留意点は次に記載する

とおりです。 

①（略） 

②（略） 

③ 出入国又は労働に関する法令の規定に

違反していることを知ったときの対応方

法その他技能実習生の法的保護に必要な

情報（専門的な知識を有する者（第一号団

体監理型技能実習に係るものである場合

にあっては、申請者又は監理団体に所属

する者を除く。）が講義を行うものに限

る。） 

以下の事項等が講義内容に含まれてい

なければなりません。講義では、以下の事

項について技能実習生手帳の該当部分を

示し、また、出入国在留管理庁作成の広報

動画を活用するなど、わかりやすく説明

してください。 

・ 技能実習法令、入管法令、労働関係法令

に関する知識 

・ 実習実施者や監理団体等が技能実習法

令等の規定に違反していることを知ったと

きの対応方法（申告・相談） 

・ 労働基準関係法令違反の申告・相談先で

ある労働基準監督署等の行政機関への連絡

方法（※申告による不利益取扱いの禁止に

係る事項を含む） 

・ 賃金未払に関する立替払制度や休業補

償制度、労働安全衛生や労働契約に関する

知識 

・ 国民年金又は厚生年金の脱退一時金・医

療保険の手続 

 

 

 

 

 



 
・ 所得税及び住民税に関する事項 

・ 男女雇用機会均等法で定める婚姻、妊

娠、出産等を理由とする解雇その他不利益

な取扱いの禁止 

・ 労働基準法に定める妊娠・出産した場合

の休業制度（産前・産後休業）や支援制度

（健康保険の出産手当金や出産育児一時

金）、育児・介護休業法に定める育児休業 

・「転籍を認め得るやむを得ない事情」に関

する知識、技能実習生が実習先変更希望の

申出を行う方法、「実習先変更希望の申出

書」（参考様式 1-44 号）を監理団体又は実

習実施者に提出した後の各手続に関する知

識 

・ その他、入管法の手続 

・ 外国人技能実習機構や監理団体の相談

窓口 

※（略） 

※（略） 

 

・ 男女雇用機会均等法で定める婚姻、妊

娠、出産等を理由とする解雇その他不利益

な取扱いの禁止、労働基準法に定める妊娠・

出産した場合の休業制度（産前・産後休業）

や支援制度（健康保険の出産手当金や出産

育児一時金）、育児・介護休業法に定める育

児休業 

・「転籍を認め得るやむを得ない事情」に関

する知識、技能実習生が実習先変更希望の

申出を行う方法、「実習先変更希望の申出

書」（参考様式 1-44 号）を監理団体又は実

習実施者に提出した後の各手続に関する知

識 

・ その他、雇用保険や医療保険の切り換え

手続、入管法の手続 

・ 外国人技能実習機構や監理団体の相談

窓口 

※（略） 

※（略） 

 

  



 
【通し番号】４ 

【改正箇所】第４章第２節第８技能実習を行わせる事業所の設備に関するもの、第 10 技能

実習生の待遇に関するもの 

改正 現行 

第４章 技能実習計画の認定等 

第１節（略） 

第２節 技能実習計画の認定基準（技能実習法第

９条） 

第１～第７（略） 

 

第８ 技能実習を行わせる事業所の設備に関す

るもの 

○ 技能実習生が技能等を適正に修得等をする

ためには、事業所の設備が整っていることが

欠かせません。「必要な機械、器具その他の設

備」については、技能実習生に行わせる業務に

より異なるものですが、移行対象職種・作業と

して実習を行う場合には、その移行対象職種・

作業の技能実習計画の審査基準、技能実習計

画のモデル例、技能検定等の実技試験過去問

題等を参照し、記載のある機械、器具等を用い

て技能等の修得等を行わせることが推奨され

ます。 

 

○ また、技能実習生をはじめとする労働者の

労働災害や健康障害を防止するため、労働安

全衛生関係法令やガイドライン等において、

事業者が講じなければならない措置が定めら

れています。技能実習計画認定申請の前に、実

習内容に応じた労働安全衛生関係法令等の内

容を確認し、確実に法定の措置を講じてくだ

さい。その上で、石綿を含む建材等が使用され

ている建築物等の解体等の業務に従事させる

可能性がある場合は、技能実習生になろうと

する者に対して、入国前（技能実習に係る雇用

契約締結前）に石綿の有害性及び健康障害防

止のために講ずる措置等について、母国語で

丁寧に説明してください。 

 

○ なお、技能実習法は、主務大臣が制度全体の

適正化を図ることに加え、個別の職種分野に

ついて、当該職種に係る知見を有する事業所

管省庁が一定の関与を行い、適正化を図るこ

第４章 技能実習計画の認定等 

第１節（略） 

第２節 技能実習計画の認定基準（技能実習法第

９条） 

第１～第７（略） 

 

第８ 技能実習を行わせる事業所の設備に関す

るもの 

○ 技能実習生が技能等を適正に修得等をする

ためには、事業所の設備が整っていることが

欠かせません。「必要な機械、器具その他の設

備」については、技能実習生に行わせる業務に

より異なるものですが、移行対象職種・作業と

して実習を行う場合には、その移行対象職種・

作業の技能実習計画の審査基準、技能実習計

画のモデル例、技能検定等の実技試験過去問

題等を参照し、記載のある機械、器具等を用い

て技能等の修得等を行わせることが推奨され

ます。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ また、技能実習法は、主務大臣が制度全体の

適正化を図ることに加え、個別の職種分野に

ついて、当該職種に係る知見を有する事業所

管省庁が一定の関与を行い、適正化を図るこ



 
とができる制度となっており、事業所管大臣

が当該特定の職種及び作業に特有の事情を踏

まえた告示を制定することが可能となってい

ます。 

 

○ 技能実習を行わせる事業所の設備の基準に

関して、この告示が定められた場合には、事業

所管省庁、出入国在留管理庁、厚生労働省及び

機構のＨＰ等により周知します。 

 

第９（略） 

 

第１０ 技能実習生の待遇に関するもの 

○ 実習実施者又は監理団体は、技能実習生に

対し待遇を説明するに際して、技能実習生の

言語に対応する雇用契約書及び雇用条件書

（参考様式１-14 号）等を提示した上で説明

してください。技能実習開始後に技能実習生

とトラブルになりやすい部分ですので、可能

な限り通訳人をつけるなどし、直接、実習実施

者又は監理団体の職員が技能実習生の言語で

内容を詳細に説明（オンラインによる方法を

含む。）した上で、技能実習生の理解を確実に

得るようにしてください。その際、技能実習生

の母国語が併記された技能実習の期間中の待

遇に関する重要事項説明書（参考様式第 1-19

号）を作成する必要があります。 

 

○ 技能実習生の待遇が変更となる場合にも、

技能実習生に対し変更内容を説明の上、技能

実習生の母国語が併記された技能実習の期間

中の待遇に関する重要事項説明書（参考様式第

1-19 号）を作成し、実習実施者において保管

する必要があります。 

 

○ なお、技能実習の期間中の待遇に関する重

要事項説明書（参考様式 1-19 号）は、技能実

習計画認定申請や技能実習計画軽微変更届出

においては提出不要ですが、実習実施者にお

いて保管する必要があります。 

ただし、実習中に石綿を含む建材等が使用

されている建築物等の解体等の業務に従事さ

せる可能性がある場合は、入国前（技能実習に

とができる制度となっており、事業所管大臣

が当該特定の職種及び作業に特有の事情を踏

まえた告示を制定することが可能となってい

ます。 

 

○ 技能実習を行わせる事業所の設備の基準に

関して、この告示が定められた場合には、事業

所管省庁、出入国在留管理庁、厚生労働省及び

機構のＨＰ等により周知します。 

 

第９（略） 

 

第１０ 技能実習生の待遇に関するもの 

○ 実習実施者又は監理団体は、技能実習生に

対し待遇を説明するに際して、技能実習生の

言語に対応する雇用契約書及び雇用条件書

（参考様式１-14 号）等を提示した上で説明

してください。技能実習開始後に技能実習生

とトラブルになりやすい部分ですので、可能

な限り通訳人をつけるなどし、直接、実習実施

者又は監理団体の職員が技能実習生の言語で

内容を詳細に説明（オンラインによる方法を

含む。）した上で、技能実習生の理解を確実に

得るようにしてください。その際、技能実習生

の母国語が併記された技能実習の期間中の待

遇に関する重要事項説明書（参考様式第 1-19

号）を作成する必要があります。 

 

○ 技能実習生の待遇が変更となる場合にも、

技能実習生に対し変更内容を説明の上、技能

実習生の母国語が併記された技能実習の期間

中の待遇に関する重要事項説明書（参考様式第

1-19 号）を作成し、実習実施者において保管

する必要があります。 

 

○ なお、技能実習の期間中の待遇に関する重

要事項説明書（参考様式 1-19 号）は、技能実

習計画認定申請や技能実習計画軽微変更届出

においては提出不要ですが実習実施者におい

て保管する必要があります。 

 

 

 



 
係る雇用契約締結前）に、当該業務に従事する

場合の留意点及び労災保険給付について、技

能実習生になろうとする者に対して、母国語

で丁寧に説明し、確実に理解を得た上で、石綿

を含む建材等が使用されている建築物等の解

体等の業務に従事する場合の留意点や補償制

度等について（参考様式第１-47 号）を作成

し、技能実習計画認定申請書及び技能実習の

期間中の待遇に関する重要事項説明書（参考

様式第 1-19 号）と併せて提出してください。

また、技能実習の途中で当該業務に従事させ

ることになった場合については、技能実習計

画の変更認定を受ける（ただし、令和７年 12

月８日以前に認定を受けているものであっ

て、既に実習を開始し当該業務に継続して従

事させる場合については軽微変更届出書を提

出する）必要があります。その場合は、当該業

務に従事する場合の留意点及び労災保険給付

について、技能実習生に対して母国語で丁寧

に説明し、理解を確実に得た上で、石綿を含む

建材等が使用されている建築物等の解体等の

業務に従事する場合の留意点や補償制度等に

ついて（参考様式第１-47 号）を作成し、技能

実習計画変更認定申請書（又は技能実習計画

軽微変更届出書）及び技能実習の期間中の待

遇に関する重要事項説明書（参考様式第 1-19

号）と併せて提出してください。 

※ 実習中に石綿を含む建材等が使用されてい

る建築物等の解体等の業務に従事させる可能

性がある場合は、技能実習の期間中の待遇に

関する重要事項説明書（参考様式第 1-19 号）

の「その他」において、「石綿を含む建材等が

使用されている建築物等の解体等の業務に従

事することがあります。」と記載してくださ

い。 

※ 実習中に石綿を含む建材等が使用されてい

る建築物等の解体等の業務に従事させる可能

性がある場合は、実習実施者には、技能実習生

の健康障害を防止するための措置を講ずるほ

か、技能実習生の健康管理のための健康診断

を実施する義務があること、また、技能実習生

には、作業手順を守り、保護具を適切に装着す

るなどのルールを守って技能実習を行うほ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
か、実習実施者が実施する健康診断を受ける

義務があることについて、入国前（技能実習に

係る雇用契約締結前）に入念に説明してくだ

さい。 

※ 石綿を含む建材等が使用されている建築物

等の解体等の業務に従事したことがあり、肺

がんや中皮腫等を発症し、それが日本で労働

者として従事していたことが原因である（業

務上の疾病）と認められた場合には、労災保険

給付を受けることができることのほか、技能

実習生が母国に帰国した場合であっても請求

することができる点についても併せて説明し

てください。 

 

○ 技能実習の期間中の待遇に関する重要事項

説明書（参考様式 1-19 号）については、電

子データでの保管も可能です。 

 

（１）～（７）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 技能実習の期間中の待遇に関する重要事項

説明書（参考様式 1-19 号）については、電

子データでの保管も可能です。 

 

（１）～（７）（略） 

 

  



 
【通し番号】５ 

【改正箇所】第４章第４節 技能実習計画の変更（技能実習法第１１条）  

改正 

  計画記載事項 変更 

認定 

届出 添付書類 特記事項 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

１
２ 

実
習
実
施
予
定
表 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

５ 

月
・
時
間
数 

（
削
除
） 

【 月 ご

と の 時

間 外 労

働 等 の

合 計 時

間数を、

80 時間

を 超 え

て 延 長

し よ う

と す る

場合】 

 

○ × ・実習実施予

定表（省令様

式第１号第４

～６面）の変

更箇所 

※新規認定申

請時に提出し

た実習実施予

定表の写しに

赤字で訂正し

たものを添付

書類として届

け出ることで

も差し支えな

い 

・36 協定の写

し 

・やむを得な

い業務上の事

情等を説明す

る資料 

・時間外労働等は原則として

想定されていないが、技能等

を修得するためのやむを得

ない業務上の事情等により

行う場合には、これらについ

て変更認定を受ける又は届

出をすることが必要。 

※36 協定で定める月及び年

の時間外労働等の時間数（特

別条項適用時）の上限を超え

る時間外労働等を行わせよ

うとする技能実習計画は認

定できません。 

※技能等の修得等の観点か

ら必要最小限の時間でなけ

ればな 

りません。 

※「月」の始期が、技能実習

計画と 36 協定で異なる場合

は、36 協定における始期とし

てください。 

（例：36 協定では毎月 1 日

を始期としており、4 月 15 日

から技能実習を開始した場

合、5 月 1 日からの 1 か月で

45 時間を超える場合には、後

記のとおり届出が必要。） 



 
【 月 ご

と の 時

間 外 労

働 の 時

間数を、

45 時間

を 超 え

て 延 長

し よ う

と す る

場合】 

× ○ 同上 

 

・１年単位の変形労働時間制

を導入している場合は、月

ごとの時間外労働の時間

数を、42 時間を超えて延長

する場合に届出が必要で

す。 

 

【 月 ご

と の 合

計 時 間

数を、80

時 間 以

上 短 縮

す る 場

合】 

 

 

 

 

 

× ○ ・実習実施予

定表（省令

様式第１号

第 ４ ～ ６

面）の変更

箇所 

※新規認定申

請時に提出

した実習実

施予定表の

写しに赤字

で訂正した

ものを添付

書類として

届け出るこ

とでも差し

支えない。 

（削除） 

  業

務

ご

と

の

合

計

時

間

数

の

変

更 

 

【 50 ％

以 上 変

更 す る

場合】 

 

 

〇 × 同上 

・必須業務、関連業務及び周

辺業務として記載している

具体的な業務ごとにみて、合

計時間数を予定の 50％以上

に相当する時間数を変更す

る場合には変更認定が必要。 

・なお、法第９条第２号（規

則第 10 条第２項第２号）の

従事させる業務の基準は遵

守する必要があること。 



 

【 25 ％

以 上

50 ％ 未

満 変 更

す る 場

合】 

 

× 〇 同上 

・必須業務、関連業務及び周

辺業務として記載している

具体的な業務ごとにみて、合

計時間数を予定の 25％以上

50％未満に相当する時間数

を変更する場合には届出が

必要。 

・なお、法第９条第２号（規

則第 10 条第２項第２号）の

従事させる業務の基準は遵

守する必要があること。 

年 

間 

合 

計 

時 

間 

数 

の

変

更 

【 50 ％

以 上 変

更】 

〇 × 

添付資料につ

いては、前記

７「技能実習

の期間及び時

間数」の２「実

習時間数」に

同じ 

・年間の合計時間数を予定

の 50％以上に相当する時間

数を変更する場合には変更

認定が必要。 

【 25 ％

以 上

50 ％ 未

満変更】 

 

× 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

・年間の合計時間数を予定

の 25％以上 50％未満に相

当する時間数を変更する場

合には届出が必要。 

 

 

  



 
現行 

  計画記載事項 変更認

定 

届出 添付書類 特記事項 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

１
２ 

実
習
実
施
予
定
表 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

５ 

月
時
間
数 

月
ご
と
の
時
間
外
労
働
等
の
合
計
時
間
数
の
変
更 

【（追加）

８０時間

を超えて

延長しよ

うとする

場合】 

○ × ・実習実施予

定表（省令様

式第１号第４

～６面）の変

更箇所 

※新規認定申

請時に提出し

た実習実施予

定表の写しに

赤字で訂正し

たものを添付

書類として届

け出ることで

も差し支えな

い。 

・36 協定の写

し 

・やむを得な

い業務上の事

情等を説明す

る資料 

・時間外労働等は原則として

想定されていないが、技能等

を修得するためのやむを得な

い業務上の事情等により行う

場合には、これらについて変

更認定を受ける又は届出をす

ることが必要。 

※36 協定で定める月及び年

の時間外労働等の時間（追

加）（特別条項適用時）の上限

を超える時間外労働等を行わ

せようとする技能実習計画は

認定できません。 

※技能等の修得等の観点から

必要最小限の時間でなければ

なりません。 

※「月」の始期が、技能実習

計画と 36 協定で異なる場合

は、36 協定における始期とし

てください。 

（例：36 協定では毎月１日を

始期としており、４月 15 日

から技能実習を開始した場

合、５月 1 日からの 1 か月で

45 時間を超える場合には、後

記のとおり届出が必要。） 



 
【（追加）

45 時間を

超えて延

長しよう

とする場

合】 

× ○ 同上 ・１年単位の変形労働時間制

を導入している場合には、月

（追加）42 時間を超えて延長

する場合に届出が必要です。 

 

 

 

 

【（追加）

80 時間以

上短縮す

る場合】 

× ○ ・実習実施予

定表（省令様

式第１号第４

～６面）の変

更箇所 

※新規認定申

請時に提出し

た実習実施予

定表の写しに

赤字で訂正し

たものを添付

書類として届

け出ることで

も差し支えな

い。 

・月ごとの合計時間数を 80

時間以上短縮する場合には届

出が必要。 

業

務

ご

と

の

合

計

時

間

数

 

【50％以

上変更す

る場合】 

 

 

〇 × 同上 

・必須業務、関連業務及び周

辺業務として記載している具

体的な業務ごとにみて、合計

時間数を予定の 50％以上に

相当する時間数を変更する場

合には変更認定が必要。 

・なお、法第９条第２号（規

則第 10 条第２項第２号）の

従事させる業務の基準は遵守

する必要があること。 



 
の

変

更 

【25％以

上 50％未

満変更す

る場合】 

 

× 〇 同上 

・必須業務、関連業務及び周

辺業務として記載している具

体的な業務ごとにみて、合計

時間数を予定の 25％以上

50％未満に相当する時間数

を変更する場合には届出が必

要。 

・なお、法第９条第２号（規

則第 10 条第２項第２号）の

従事させる業務の基準は遵守

する必要があること。 

年 

間 

合 

計 

時 

間 

数 

 の 

 変 

 更 

【50％以

上変更】 
〇 × 

添付資料につ

いては、前記

７「技能実習

の期間及び時

間数」の２「実

習時間数」に

同じ 

・年間の合計時間数を予定の

50％以上に相当する時間数

を変更する場合には変更認定

が必要。 

【25％以

上 50％未

満変更】 

 

× 

 

 

〇 

 

 

 

 

 

 

・年間の合計時間数を予定の

25％以上 50％未満に相当す

る時間数を変更する場合には

届出が必要。 

 

 

 

  



 
【通し番号】６－１ 

【改正箇所】第４章第１０節 技能実習実施困難時の届出等（技能実習法第１９条） 

改正 現行 

○ 団体監理型実習実施者は、事業上・経

営上の都合、技能実習生の病気や怪我（労

災を含む。）の事情等で技能実習を行わせ

ることが困難となった場合には、速やか

に監理団体に通知しなければなりませ

ん。通知を受けた監理団体は、技能実習

実施困難時届出書（省令様式第１８号）

を対象の実習実施者の住所地を管轄する

機構の地方事務所・支所の認定課に遅滞

なく提出しなければなりません（法第３

３条）。 

 

○ これらの「技能実習を行わせることが

困難となった場合」には、以下の場合も

含まれます（ウの場合は、第２号技能実

習終了後の一時帰国による場合を除く）。 

ア 計画上の入国後講習開始日前に入国

した場合で、当該開始日から１か月を

超える期間が経過しても入国後講習を

開始できない事情が生じた場合 

イ 計画上の入国後講習開始日以降に入

国した場合で、入国日から１か月を超

える期間が経過しても入国後講習を開

始できない事情が生じた場合 

ウ 入国後講習終了日又は在留資格変更

許可日から１か月を超える期間が経過

しても実習を開始できない事情が生じ

た場合 

 

○ 技能実習実施困難時届出書を提出した

後、困難となった事由が発生してから 1

か月以内に、当該事由が解消されて実習

を再開する場合は、技能実習が困難とな

った理由及び再開するに至った経緯等を

記載した理由書（様式自由）を提出して

再開してください（技能実習計画の変更

認定手続は不要です。）。この場合、技能

実習の実施が困難であった期間も技能実

習期間に含まれます。その結果、月ごと

の合計時間数を 80 時間以上減少するこ

○ 団体監理型実習実施者は、事業上・経

営上の都合、技能実習生の病気や怪我（労

災を含む。）の事情等で技能実習を行わせ

ることが困難となった場合には、速やか

に監理団体に通知しなければなりませ

ん。通知を受けた監理団体は、技能実習

実施困難時届出書（省令様式第１８号）

を対象の実習実施者の住所地を管轄する

機構の地方事務所・支所の認定課に遅滞

なく提出しなければなりません（法第３

３条）。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
とになる場合等、軽微な変更に当たる場

合には、軽微変更届出書も提出してくだ

さい（第４章第４節「技能実習計画の変

更（技能実習法第 11 条）」参照）。実習を

再開する場合、人数枠に係る基準を満た

している必要があります（人数枠の特例

は適用されません。）。 

 

○ 技能実習実施困難時届出書を提出した

後、困難となった事由が、当該事由が発

生してから 1 か月を超える期間が経過し

た後に解消され、実習を再開する場合は、

再開前に技能実習計画の変更認定手続が

必要です。技能実習計画変更認定申請の

際は、申請者の概要書（参考様式第１-１

号）及び技能実習を中断した理由及び再

開するに至った経緯等を記載した理由書

（様式自由）を提出することが必要とな

ります。この場合、中断期間は技能実習

期間に含まれません。 

 

○ なお、技能実習生が転籍を希望してお

り、転籍を認め得るやむを得ない事情が

存在する場合には、他の実習実施者や監

理団体等との連絡調整等の必要な措置を

講じなければなりません（法第５１条）。 

 

○ 技能実習生から「実習先変更希望の申

出書」（参考様式第 1-44 号）によって転

籍希望の申出を受けた企業単独型実習実

施者又は実習実施者から同申出書の写し

の提出を受けた監理団体が、「転籍を認め

得るやむを得ない事情」（第４章第２節第

３（３）参照。）があるとして実習先変更

に係る連絡調整を行うこととした場合

は、同申出書及び「実習先変更希望の申

出に係る対応通知書」（参考様式第 1-45

号）の写しを添えて、技能実習実施困難

時届出書を提出する必要があります（第

５章第１０節参照。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 技能実習生から「実習先変更希望の申

出書」（参考様式第 1-44 号）によって転

籍希望の申出を受けた企業単独型実習実

施者又は実習実施者から同申出書の写し

の提出を受けた監理団体が、「転籍を認め

得るやむを得ない事情」（第４章第２節第

３（３）参照。）があるとして実習先変更

に係る連絡調整を行うこととした場合

は、同申出書及び「実習先変更希望の申

出に係る対応通知書」（参考様式第 1-45

号）の写しを添えて、技能実習実施困難

時届出書を提出する必要があります（第

５章第１０節参照。）。 

 

  



 
【通し番号】６－２ 

【改正箇所】第５章第１０節 技能実習実施困難時の届出等（技能実習法第３３条） 

改正 現行 

○ 監理団体は、実習実施者の事業上・経

営上の都合、技能実習生の病気や怪我（労

災を含む。）の事情等で技能実習を行わせ

ることが困難となった旨の通知を受けた

場合等には、実習実施者の住所地を管轄

する機構の地方事務所・支所の認定課に

遅滞なく技能実習実施困難時届出書（省

令様式第１８号）を提出しなければなり

ません。 

※ 技能実習を行わせることが困難となっ

た事由が、法第１６条第１項各号（実習

認定の取消し事由）のいずれかに該当す

る可能性があるものである場合は、技能

実習実施困難時届出書の提出とは別に、

直ちに臨時監査を実施し、当該監査の実

施結果について速やかに監査報告書を機

構の地方事務所・支所の指導課に報告提

出する必要があります（規則第５２条第

２号、P２０４参照。）。 

 

○ これらの「技能実習を行わせることが

困難となった場合」には、以下の場合も

含まれます。（ウの場合は、第２号技能実

習終了後の一時帰国による場合を除く） 

ア 計画上の入国後講習開始日前に入国

した場合で、当該開始日から１か月を

超える期間が経過しても入国後講習を

開始できない事情が生じた場合 

イ 計画上の入国後講習開始日以降に入

国した場合で、入国日から１か月を超

える期間が経過しても入国後講習を開

始できない事情が生じた場合 

ウ 入国後講習終了日又は在留資格変更

許可日から１か月を超える期間が経過

しても実習を開始できない事情が生じ

た場合 

 

○ 技能実習実施困難時届出書を提出した

後、困難となった事由が発生してから 1

か月以内に、困難となった事由が解消さ

○ 監理団体は、実習実施者の事業上・経

営上の都合、技能実習生の病気や怪我（労

災を含む。）の事情等で技能実習を行わせ

ることが困難となった旨の通知を受けた

場合等には、実習実施者の住所地を管轄

する機構の地方事務所・支所の認定課に

遅滞なく技能実習実施困難時届出書（省

令様式第１８号）を提出しなければなり

ません。 

※ 技能実習を行わせることが困難となっ

た事由が、法第１６条第１項各号（実習

認定の取消し事由）のいずれかに該当す

る可能性があるものである場合は、技能

実習実施困難時届出書の提出とは別に、

直ちに臨時監査を実施し、当該監査の実

施結果について速やかに監査報告書を機

構の地方事務所・支所の指導課に報告提

出する必要があります（規則第５２条第

２号、P２０４参照。）。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
れて実習を再開する場合は、技能実習が

困難となった理由及び再開するに至った

経緯等を記載した理由書（様式自由）を

提出して再開してください（技能実習計

画の変更認定手続は不要です。）。この場

合、技能実習の実施が困難であった期間

も技能実習期間に含まれます。その結果、

月ごとの合計時間数を 80 時間以上減少

することになる場合等、軽微な変更に当

たる場合には、軽微変更届出書も提出し

てください（第４章第４節「技能実習計

画の変更（技能実習法第 11 条）」参照）。

実習を再開する場合、人数枠に係る基準

を満たしている必要があります（人数枠

の特例は適用されません。）。 

 

○ 技能実習実施困難時届出書を提出した

後、困難となった事由が、当該事由が発

生してから 1 か月を超える期間が経過し

た後に解消され、実習を再開する場合に

は、再開前に技能実習計画の変更認定手

続が必要です。技能実習計画変更認定申

請の際は、申請者の概要書（参考様式第

１-１号）及び技能実習を中断した理由及

び再開するに至った経緯等を記載した理

由書（様式自由）を提出することが必要

となります。この場合、中断期間は技能

実習期間に含まれません。ただし、中断

期間中も関係法令に従い団体監理型実習

実施者への監査を行う必要がある点に留

意してください。 

 

○ なお、技能実習生が転籍を希望してお

り、転籍を認め得るやむを得ない事情が

存在する場合には、他の実習実施者や監

理団体等との連絡調整等の必要な措置を

講じなければなりません（法第５１条）。 

 

○ 監理団体は、 

・ 技能実習生が途中帰国することとなる

場合：帰国日前まで 

・ それ以外の理由で技能実習を行わせる

ことが困難になった場合：困難になった

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 監理団体は、 

・ 技能実習生が途中帰国することとなる

場合：帰国日前まで 

・ それ以外の理由で技能実習を行わせる

ことが困難になった場合：困難になった

事由が発生してから２週間以内 



 
事由が発生してから２週間以内 

に、技能実習実施困難時届出書を提出し

なければなりません。提出を怠ったにも

かかわらず機構の指導に従わなかった場

合には、行政処分の対象となる可能性が

あるほか、罰則（３０万円以下の罰金）の

対象ともなります（法第１１２条第３号

及び第８号）。 

に、技能実習実施困難時届出書を提出し

なければなりません。提出を怠ったにも

かかわらず機構の指導に従わなかった場

合には、行政処分の対象となる可能性が

あるほか、罰則（３０万円以下の罰金）の

対象ともなります（法第１１２条第３号

及び第８号）。 

 

  



 
【通し番号】７－１ 

【改正箇所】第２章第１節第２ 技能実習計画の認定制 

改正 現行 

第２ 技能実習計画の認定制 

（略） 

また、技能実習計画は、技能実習生ごと

に、第１号、第２号及び第３号の区分を設

けて認定を受けることとされており、特に

第３号技能実習計画に関しては、実習実施

者が、「技能等の修得等をさせる能力につき

高い水準を満たすものとして主務省令で定

める基準に適合していること」（法第９条第

１０号）が認定の基準となります。第２号

技能実習及び第３号技能実習を行うために

は移行対象職種・作業であることが必要で

す（第４章第２節第３（１）「修得等をさせ

る技能等の基準に関するもの」参照）。 

なお、複数職種・作業による技能実習（第

４章第２節第１３「複数の職種及び作業に

関するもの」参照）、複数法人による技能実

習（第４章第１節第１「技能実習計画の認

定（技能実習法第８条第１項）」参照）が可

能となっています。 

認定申請は、機構の地方事務所・支所の

認定課に行います。 

第２ 技能実習計画の認定制 

（略） 

また、技能実習計画は、技能実習生ごと

に、第１号、第２号及び第３号の区分を設

けて認定を受けることとされており、特に

第３号技能実習計画に関しては、実習実施

者が、「技能等の修得等をさせる能力につき

高い水準を満たすものとして主務省令で定

める基準に適合していること」（法第９条第

１０号）が認定の基準となります。第２号

技能実習及び第３号技能実習を行うために

は移行対象職種・作業であることが必要で

す（P４８参照）。 

 

なお、複数職種・作業による技能実習（P

１３４参照）、複数法人による技能実習（P

３６参照）が可能となっています。 

認定申請は、機構の地方事務所・支所の

認定課に行います。 

 

 

 

 

  



 
 

【通し番号】７－２ 

【改正箇所】第２章第２節第１ 監理団体の許可の流れ 表「届出・報告一覧（監理団体）」 

改正 

 

現行 

 

 

  

届出・報告一覧（監理団体）

備考（該当事例・留意点）方法・通数期限届出先様式番号

実習監理する実習実施者について、実習認定の取消し、倒産等
の経営上・事業上の理由があった場合、技能実習生について、
病気や怪我、実習意欲の喪失・ホームシック、行方不明があった
場合など技能実習を行わせることが困難となった場合に届出が
必要。また、技能実習生が途中帰国する場合には、帰国すること
が決まった時点で帰国前の届出が必要。
※第５章第１０節技能実習実施困難時の届出等 （Ｐ２８７）を参照。

・持参又は郵送（対
面で配達され、受
領の際、押印又は
署名を行うもので
信書を送ることが
できる方式に限
る。）

・正本１通（５番を
除く）

・正本１通、副本２
通（５番のみ）

届出事由発生後
遅滞なく

実習実施者の住所地
を管轄する地方事務
所・支所の認定課

技能実習実施困難時届出書
（省令様式第１８号）

１

監理団体は３か月に１度以上の頻度で（実習実施者に実習認定
の取消し事由に該当する行為があったときは直ちに）実習実施
者に対し監査を省令で定められた方法で行い、その結果を２ヶ月
以内に報告するもの。なお、技能実習生に対する暴行等の人権
侵害行為が疑われた事案は臨時監査実施後２週間以内の報告
が必要。
※第５章第１９節監査報告及び事業報告 （Ｐ３１０）及び第５章第
２節第２（２）臨時監査に関するもの （P２０４）を参照。

監査実施日から２
か月以内（臨時監
査の一部事案は
２週間以内）

監査対象実習実施者
の住所地を管轄する
地方事務所・支所の
指導課

監査報告書（省令様式第２２
号）

２

許可の取消し事由（法第３７条第１項各号）に該当する場合に報
告が必要。
※第５章第２節第２（１１）二重契約の禁止、法令違反時の報告に
関するもの（Ｐ２１４）を参照。

報告事由発生後
直ちに

監理団体の住所地を
管轄する地方事務所・
支所の指導課

許可取消し事由該当事実に
係る報告書�参考様式� ３－
３� ）

３

監理団体許可申請書の記載事項について変更が生じた場合に
変更の届出が必要。なお、変更が許可証の記載事項に該当する
場合は、５番の届出及び申請が必要。
※第５章第９節第２変更の届出に関する事項 （Ｐ２８１）を参照。

変更事由発生後
１か月以内

本部事務所の審査課

変更届出書（省令様式第１７
号）

４

４番に該当する場合で、その変更が許可証の記載事項にも該当
する場合には、この変更届出書及び許可証書換申請書 が必要。

変更事由発生後
１か月以内

変更届出書及び許可証書換
申請書（省令様式第１７号）

５

監理事業を廃止したときは、監理事業を行う全ての事業所に係
る許可証の返納が必要。
監理事業を休止した場合には、許可証の返納は必要ないが、事
業所には掲示せず、亡失・滅失等のないように保管。
※第５章第１１節事業の休廃止（Ｐ２９１）を参照。

廃止予定の１か
月前

事業廃止届出書（省令様式第
１９号）

６

休止予定日の１
か月前

事業休止届出書（省令様式第
１９号）

７

７番の届出書を提出したものについて再開する場合に届出が必
要。

再開予定日の１
か月前

事業再開届出書（参考様式第
３－２号）

８

監理事業を行う事業所ごとに作成する。なお、許可区分が一般
監理事業の場合は、優良要件適合申告書（参考様式第２－１４
号）の添付が必要。
※第５章第１９節監査報告及び事業報告 （Ｐ３１０）を参照。

毎年４月から５月
末日まで

事業報告書（省令様式第２３
号）

９



 
【通し番号】７－３ 

【改正箇所】第２章第２節第２ 第１号技能実習開始までの流れ（団体監理型技能実習の場合を例示）

表「届出・報告一覧（実習実施者）」 

改正 

 

現行 

 

 

  

届出・報告一覧（実習実施者）

備考（該当事例・留意点）方法・通数期限届出先様式番号

軽微な変更に当たる場合に届出が必要。なお、重要な変更の
場合には技能実習計画変更認定の申請が必要。
※第４章第４節技能実習計画の変更 （Ｐ１４６）を参照。

・持参又は郵送（対
面で配達され、受領
の際、押印又は署
名を行うもので信書
を送ることができる
方式に限る。）

・正本１通

変更事由発生
後１か月以内

実習実施者の住所地
を管轄する地方事務
所・支所の認定課

技能実習計画軽微変更届出書
（省令様式第３号）

１

初めて技能実習生を受け入れて技能実習を行わせた場合の１
回のみに提出が必要。既に実習実施者届出受理書（省令様式
第８号）を機構から受け取っている場合は届出不要。
※第４章第９節実施の届出（Ｐ１７２）を参照。

技能実習開始
後遅滞なく

実習実施者届出書（省令様式
第７号）

２

実習実施者について、実習認定の取消し、倒産等の経営上・事
業上の理由があった場合、技能実習生について、病気や怪我、
実習意欲の喪失・ホームシック、行方不明があった場合など技
能実習を行わせることが困難となった場合に届出が必要。また、
技能実習生が途中帰国する場合には、帰国することが決まった
時点で帰国前の届出が必要。
※第４章第１０節技能実習実施困難時の届出等 （Ｐ１７３）を参
照。

届出事由発生
後遅滞なく

技能実習実施困難時届出書
（省令様式第９号）
※企業単独型のみ。なお、団
体監理型の場合は、実習実
施者から監理団体へ遅滞なく
通知することが必要。

３

実習認定の取消し事由（法第１６条第１項各号）に該当する場
合に報告が必要。
※第４章第２節第７（９）法令違反時の報告、二重契約の禁止に
関するもの（Ｐ９６）を参照。

報告事由発生
後直ちに

実習実施者の住所地
を管轄する地方事務
所・支所の指導課

実習認定取消し事由該当事実
に係る報告書（参考様式第３－
１号）
※企業単独型のみ。なお、団
体監理型の場合は、実習実
施者から監理団体へ直ちに
報告することが必要。

４

報告事項とされている行方不明者率が 20％以上かつ３人以上
の実習実施者については、管轄する機構の地方事務所・支所
の認定課に対し、行方不明者の多発を防止するための実効性
のある対策を講じていることについて、理由書（様式自由）の提
出が必要。
※第４章第１２節実施状況報告（Ｐ１８０）を参照。

毎年４月から５
月末日まで

実習実施者の住所地
を管轄する地方事務
所・支所の認定課

実施状況報告書（省令様式第
１０号）

５



 
【通し番号】７－４ 

【改正箇所】第２章第２節第４ 第３号技能実習開始までの流れ（団体監理型技能実習の場

合を例示） 

改正 現行 

第４ 第３号技能実習開始までの流れ（団体

監理型技能実習の場合を例示） 

①～③（略） 

④ 技能実習計画の審査・認定 

第１号技能実習・第２号技能実習と同様

に、申請された技能実習計画については、

技能実習法に基づく基準に照らして審査が

行われます。 

※ 第３号技能実習を行うためには、技能

等の修得等をさせる能力につき高い水準

を満たす優良な実習実施者（第４章第２

節第１１「優良な実習実施者に関するも

の」参照）であることが必要です。 

⑤～⑧（略） 

第４ 第３号技能実習開始までの流れ（団体

管理型技能実習の場合を例示） 

①～③（略） 

④ 技能実習計画の審査・認定 

第１号技能実習・第２号技能実習と同様

に、申請された技能実習計画については、

技能実習法に基づく基準に照らして審査が

行われます。 

※ 第３号技能実習を行うためには、技能

等の修得等をさせる能力につき高い水準

を満たす優良な実習実施者（Ｐ１１１参

照）であることが必要です。 

 

⑤～⑧（略） 

 

 

【通し番号】７－５ 

【改正箇所】第４章第２節第３（１） 修得等をさせる技能等の基準に関するもの  

改正 現行 

（１）修得等をさせる技能等の基準に関す

るもの 

（略） 

 

○ 複数職種・作業による技能実習につい

ては第４章第２節第１３「複数の職種及

び作業に関するもの」を参照してくださ

い。 

 

（略） 

（１）修得等をさせる技能等の基準に関す

るもの 

（略） 

 

○ 複数職種・作業による技能実習につい

ては P１３４から P１３７を参照してく

ださい。 

 

 

（略） 

 

  



 
【通し番号】７－６ 

【改正箇所】第４章第２節第３（７） 講習の基準に関するもの  

改正 現行 

（７）講習の基準に関するもの 

 

（略） 

 

○ 第１号の技能実習生については、入国

後一定の期間、「① 日本語」、「② 本邦

での生活一般に関する知識」、「③ 出入

国又は労働に関する法令の規定に違反し

ていることを知ったときの対応方法その

他技能実習生の法的保護に必要な情報」

及び「④ ①から③までのほか、本邦で

の円滑な技能等の修得等に資する知識」

に掲げる科目について、講習を受講する

ことが必要となります。 

※ 入国後講習は、第１号企業単独型の場

合は申請者（実習実施者）が、第１号団体

監理型の場合には監理団体が自ら又は他

の適切な者に委託して行いますが、必ず

しも対面ではなくオンラインでの実施を

可能としています（（削除）第４章第２節

第７（４）「入国後講習の施設確保に関す

るもの」（削除）参照（削除））。 

 

（略） 

（７）講習の基準に関するもの 

 

（略） 

 

○ 第１号の技能実習生については、入国

後一定の期間、「① 日本語」、「② 本邦

での生活一般に関する知識」、「③ 出入

国又は労働に関する法令の規定に違反し

ていることを知ったときの対応方法その

他技能実習生の法的保護に必要な情報」

及び「④ ①から③までのほか、本邦で

の円滑な技能等の修得等に資する知識」

に掲げる科目について、講習を受講する

ことが必要となります。 

※ 入国後講習は、第１号企業単独型の場

合は申請者（実習実施者）が、第１号団体

監理型の場合には監理団体が自ら又は他

の適切な者に委託して行いますが、必ず

しも対面ではなくオンラインでの実施を

可能としています（「第４章第２節第７

（４）入国後講習の施設確保に関するも

の」（P９０参照））。 

 

（略） 

 

  



 
【通し番号】７－７ 

【改正箇所】第４章第２節第７（２） 技能実習指導員の選任に関するもの  

改正 現行 

（２）技能実習指導員の選任に関するもの 

（略） 

 

【留意事項】 

（略） 

 

○ 技能実習指導員に対する講習の受講 

技能実習指導員は、技能実習責任者と異

なり講習の受講は義務ではありません

が、技能実習指導員に対する講習を修了

したものであることが望ましいと考えら

れます。（技能実習指導員に対する講習を

修了している場合、優良な実習実施者の

要件の加点要素とすることで、これを推

奨するものです。詳しくは第４章第２節

第１１「優良な実習実施者に関するもの」

を参照してください。 

（略） 

（２）技能実習指導員の選任に関するもの 

（略） 

 

【留意事項】 

（略） 

 

○ 技能実習指導員に対する講習の受講 

技能実習指導員は、技能実習責任者と異

なり講習の受講は義務ではありません

が、技能実習指導員に対する講習を修了

したものであることが望ましいと考えら

れます。（技能実習指導員に対する講習を

修了している場合、優良な実習実施者の

要件の加点要素とすることで、これを推

奨するものです。詳しくは「優良な実習

実施者に関するもの」（Ｐ１１１参照））。 

 

（略） 

 

 

【通し番号】７－８ 

【改正箇所】第４章第２節第７（３） 生活指導員の選任に関するもの  

改正 現行 

（３）生活指導員の選任に関するもの 

（略） 

 

【留意事項】 

（略） 

 

○ 生活指導員に対する講習の受講 

生活指導員は、技能実習責任者と異な

り講習の受講は義務ではありませんが、

生活指導員に対する講習を修了したもの

であることが望ましいと考えられます。

（生活指導員に対する講習を修了してい

る場合、優良な実習実施者の要件の加点

要素とすることで、これを推奨するもの

です。詳しくは第４章第２節第１１「優

良な実習実施者に関するもの」を参照し

てください。 

（３）生活指導員の選任に関するもの 

（略） 

 

【留意事項】 

（略） 

 

○ 生活指導員に対する講習の受講 

生活指導員は、技能実習責任者と異な

り講習の受講は義務ではありませんが、

生活指導員に対する講習を修了したもの

であることが望ましいと考えられます。

（生活指導員に対する講習を修了してい

る場合、優良な実習実施者の要件の加点

要素とすることで、これを推奨するもの

です。詳しくは「優良な実習実施者に関

するもの」（Ｐ１１１参照)）。 

 



 
【通し番号】７－９ 

【改正箇所】第４章第２節第１０（１） 技能実習生に対する報酬の額に関するもの  

改正 現行 

（１）技能実習生に対する報酬の額に関す

るもの 

（略） 

 

○ また、技能検定等の受検料や監理団体

に支払う監理費等の費用がかかるからと

いって、技能実習生の報酬の額を低くす

ることは許されません。 

技能実習制度では時間外労働を原則と

しては想定していません（第４章第２節

第３（２）「従事させる業務の基準に関す

るもの」参照）が、やむを得ない業務上等

の事情等により時間外労働等を行わせる

場合、適正に割増賃金が支払われなけれ

ばなりません。 

 

（略） 

（１）技能実習生に対する報酬の額に関す

るもの 

（略） 

 

○ また、技能検定等の受検料や監理団体

に支払う監理費等の費用がかかるからと

いって、技能実習生の報酬の額を低くす

ることは許されません。 

技能実習制度では時間外労働を原則と

しては想定していません（P５２参照）が、

やむを得ない業務上等の事情等により時

間外労働等を行わせる場合、適正に割増

賃金が支払われなければなりません。 

 

 

 

（略） 

 

 

【通し番号】７－１０ 

【改正箇所】第５章第１節第２ 申請書の記載事項（技能実習法第２３条第２項） 

改正 現行 

第２ 申請書の記載事項（技能実習法第２

３条第２項） 

（略） 

 

○ また、外国の送出機関については、法

第２３条第２項第６号に基づき、その要

件が規則第２５条に定められています

（第５章第２節第６「外国の送出機関に

関するもの」参照）。 

第２ 申請書の記載事項（技能実習法第２

３条第２項） 

（略） 

 

○ また、外国の送出機関については、法

第２３条第２項第６号に基づき、その要

件が規則第２５条に定められています

（後述 P２２７参照）。 

 

  



 
【通し番号】７－１１ 

【改正箇所】第５章第２節第２（５） 外国の送出機関との契約内容に関するもの 

改正 現行 

（５）外国の送出機関との契約内容に関す

るもの 

（略） 

 

○ 外国の送出機関については、法第２３

条第２項第６号に基づき、その要件が規

則第２５条に定められているところであ

り、監理団体は、外国の送出機関から求

職の申込みの取次ぎを受けようとする場

合にあっては、外国の送出機関との間で

当該取次ぎに係る契約を締結することが

求められています（第５章第２節第６「外

国の送出機関に関するもの」参照）。 

 

（略） 

（５）外国の送出機関との契約内容に関す

るもの 

（略） 

 

○ 外国の送出機関については、法第２３

条第２項第６号に基づき、その要件が規

則第２５条に定められているところであ

り、監理団体は、外国の送出機関から求

職の申込みの取次ぎを受けようとする場

合にあっては、外国の送出機関との間で

当該取次ぎに係る契約を締結することが

求められています（後述 P２２７参照）。 

 

 

（略） 

 

 

【通し番号】７－１２ 

【改正箇所】第５章第２節第２（７） 入国後講習の実施に関するもの 

改正 現行 

（７）入国後講習の実施に関するもの 

（略） 

 

○ 監理団体は、第１号技能実習において、

技能実習生に対して入国後講習を行わせ

る主体となります（講習の基準について

は第４章第２節第３（７）「講習の基準に

関するもの」、入国後講習の施設確保につ

いては第４章第２節第７（４）「入国後講

習の施設確保に関するもの」参照）。 

 

（略） 

（７）入国後講習の実施に関するもの 

（略） 

 

○ 監理団体は、第１号技能実習において、

技能実習生に対して入国後講習を行わせ

る主体となります（講習の基準について

は前述 P７０、入国後講習の施設確保に

ついては前述 P９０参照）。 

 

 

 

（略） 

 

  



 
【通し番号】７－１３ 

【改正箇所】第５章第２節第８（１） 技能実習法等に従って監理事業を遂行できること 

改正 現行 

（１）技能実習法等に従って監理事業を遂

行できること 

 

○ 監理団体は、許可を受けた後に、技能

実習法に従って、監理事業を適正に遂行

することができる能力を有し続けなけれ

ばなりません。 

 

○ このため、技能実習法に定める許可の

要件を満たすほか、それ以外の監理団体

に関わるあらゆる規定を遵守することが

求められますが、特に、 

 ① 監理費は、適正な種類及び額の監理費

をあらかじめ用途及び金額を明示した上

で徴収すべきこと（法第２８条、第５章

第５節「監理費（技能実習法第２８条）」

参照） 

 ② 自己の名義をもって、他人に監理事業

を行わせてはならないこと（法第３８条、

第５章第１５節「名義貸しの禁止（技能

実習法第３８条）」参照） 

 ③ 適切な監理責任者を事業所ごとに選

任すべきこと（法第４０条、第５章第１

７節「監理責任者の実施等（技能実習法

第４０条）」参照） 

といった事項は、監理団体が、技能実習

法等の関係法令に従って監理事業を遂行す

るに当たって必要不可欠な事項であるた

め、許可を受ける段階から、これらの事項

について、適切に遂行する意思があること

を確認することとなります。 

 

（略） 

（１）技能実習法等に従って監理事業を遂

行できること 

 

○ 監理団体は、許可を受けた後に、技能

実習法に従って、監理事業を適正に遂行

することができる能力を有し続けなけれ

ばなりません。 

 

○ このため、技能実習法に定める許可の

要件を満たすほか、それ以外の監理団体

に関わるあらゆる規定を遵守することが

求められますが、特に、 

 ① 監理費は、適正な種類及び額の監理費

をあらかじめ用途及び金額を明示した上

で徴収すべきこと（法第２８条、Ｐ２６

５参照） 

 ② 自己の名義をもって、他人に監理事業

を行わせてはならないこと（法第３８条、

Ｐ２９８参照） 

 ③ 適切な監理責任者を事業所ごとに選

任すべきこと（法第４０条、Ｐ２９５参

照） 

といった事項は、監理団体が、技能実習

法等の関係法令に従って監理事業を遂行す

るに当たって必要不可欠な事項であるた

め、許可を受ける段階から、これらの事項

について、適切に遂行する意思があること

を確認することとなります。 

 

 

 

 

（略） 

 

  



 
【通し番号】７－１４ 

【改正箇所】第５章第１０節 技能実習実施困難時の届出等（技能実習法第３３条） 

改正 現行 

第１０節 技能実習実施困難時の届出等（技

能実習法第３３条） 

（略） 

 

○ 監理団体は、実習実施者の事業上・経

営上の都合、技能実習生の病気や怪我（労

災を含む。）の事情等で技能実習を行わせ

ることが困難となった旨の通知を受けた

場合等には、実習実施者の住所地を管轄

する機構の地方事務所・支所の認定課に

遅滞なく技能実習実施困難時届出書（省

令様式第１８号）を提出しなければなり

ません。 

※ 技能実習を行わせることが困難となっ

た事由が、法第１６条第１項各号（実習

認定の取消し事由）のいずれかに該当す

る可能性があるものである場合は、技能

実習実施困難時届出書の提出とは別に、

直ちに臨時監査を実施し、当該監査の実

施結果について速やかに監査報告書を機

構の地方事務所・支所の指導課に報告提

出する必要があります（規則第５２条第

２号、第５章第２節第２（２）「臨時監査

に関するもの」参照。）。 

 

（略） 

第１０節 技能実習実施困難時の届出等（技

能実習法第３３条） 

（略） 

 

○ 監理団体は、実習実施者の事業上・経

営上の都合、技能実習生の病気や怪我（労

災を含む。）の事情等で技能実習を行わせ

ることが困難となった旨の通知を受けた

場合等には、実習実施者の住所地を管轄

する機構の地方事務所・支所の認定課に

遅滞なく技能実習実施困難時届出書（省

令様式第１８号）を提出しなければなり

ません。 

※ 技能実習を行わせることが困難となっ

た事由が、法第１６条第１項各号（実習

認定の取消し事由）のいずれかに該当す

る可能性があるものである場合は、技能

実習実施困難時届出書の提出とは別に、

直ちに臨時監査を実施し、当該監査の実

施結果について速やかに監査報告書を機

構の地方事務所・支所の指導課に報告提

出する必要があります（規則第５２条第

２号、P２０４参照。）。 

 

 

（略） 

 

  



 
【通し番号】７－１５ 

【改正箇所】第５章第１６節 認定計画に従った実習監理等（技能実習法第３９条） 

改正 現行 

第１６節 認定計画に従った実習監理等（技

能実習法第３９条） 

（略） 

 

○ また、監理団体は技能実習の実施状況

の監査その他の業務の実施に関して規則

第５２条で定める基準に従い、業務を実

施しなければなりません。その詳細は、

監理団体の許可基準の第５章第２節第２

「監理団体の業務の実施に関するもの」

（削除）に記載したとおりです。 

第１６節 認定計画に従った実習監理等（技

能実習法第３９条） 

（略） 

 

○ また、監理団体は技能実習の実施状況

の監査その他の業務の実施に関して規則

第５２条で定める基準に従い、業務を実

施しなければなりません。その詳細は、

監理団体の許可基準の「第２（追加） 監

理団体の業務の実施に関するもの」（P１

９８参照）に記載したとおりです。 

 

 

【通し番号】７－１６ 

【改正箇所】第５章第１７節 監理責任者の設置等（技能実習法第４０条） 

改正 現行 

第１７節 監理責任者の設置等（技能実習法

第４０条） 

（略） 

 

○ 監理団体は、実習実施者が、技能実習

に関し労働関係法令に違反しないよう、

監理責任者をして、必要な指導を行わせ

なければなりません。また、労働関係法

令に違反していると認めるときは、監理

責任者をして、是正のため必要な指示を

行わせなければなりません。 

※ 監理団体は、併せて、直ちに臨時監査

（規則第５２条第２号、第５章第２節第

２（２）「臨時監査に関するもの」参照。）

を行うことが必要となります。 

 

（略） 

第１６節 監理責任者の設置等（技能実習法

第４０条） 

（略） 

 

○ 監理団体は、実習実施者が、技能実習

に関し労働関係法令に違反しないよう、

監理責任者をして、必要な指導を行わせ

なければなりません。また、労働関係法

令に違反していると認めるときは、監理

責任者をして、是正のため必要な指示を

行わせなければなりません。 

※ 監理団体は、併せて、直ちに臨時監査

（規則第５２条第２号、P２０４参照。）

を行うことが必要となります。 

 

 

（略） 

 

  



 
【通し番号】７－１７ 

【改正箇所】第９章第１節 実習実施者、監理団体等への指導・助言等 

改正 現行 

第１節 実習実施者、監理団体等への指導・

助言等 

 

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生

の保護のためには、実習実施者や監理団

体が技能実習関係法令に従って、適切に

技能実習を行わせたり、監理事業を行っ

たりすることが必要です。このため、主

務大臣等やその業務を担う機構が、実習

実施者や監理団体に対し、必要な指導及

び助言をしていくことが求められていま

す（法第５０条、第７章第１節「指導及び

助言等（技能実習法第５０条）」参照）。 

 

（略） 

第１節 実習実施者、監理団体等への指導・

助言等 

 

○ 技能実習の適正な実施及び技能実習生

の保護のためには、実習実施者や監理団

体が技能実習関係法令に従って、適切に

技能実習を行わせたり、監理事業を行っ

たりすることが必要です。このため、主

務大臣等やその業務を担う機構が、実習

実施者や監理団体に対し、必要な指導及

び助言をしていくことが求められていま

す（法第５０条、Ｐ３１６参照）。 

 

 

（略） 

 

 

【通し番号】７－１８ 

【改正箇所】第９章第２節 機構による実地検査 

改正 現行 

第２節 機構による実地検査 

 

○ 機構において、実習実施者や監理団体

等に対し、報告や帳簿書類の提示を求め

ることや、質問すること、実習実施者又

は監理団体等の設備や帳簿書類等を実地

に検査することが認められています（法

第１４条、第４章第６節「報告徴収等（技

能実習法第１３条・第１４条）」参照）。 

 

（略） 

第２節 機構による実地検査 

 

○ 機構において、実習実施者や監理団体

等に対し、報告や帳簿書類の提示を求め

ることや、質問すること、実習実施者又

は監理団体等の設備や帳簿書類等を実地

に検査することが認められています（法

第１４条、Ｐ１６７参照）。 

 

 

（略） 

 

  



 
【通し番号】７－１９ 

【改正箇所】第９章第３節 実習実施者に対する指導監督 

改正 現行 

第３節 実習実施者に対する指導監督 

 

○ 主務大臣である法務大臣と厚生労働大

臣には、技能実習計画の認定に関する業

務について、実習実施者や監理団体等に

対し、報告の徴収、帳簿書類の提出若し

くは提示の命令、出頭の命令、質問又は

立入検査を行う権限が認められています

（法第１３条、第４章第６節「報告徴収

等（技能実習法第１３条・第１４条）」参

照）。 

 

○ また、機構や出入国在留管理庁長官及

び厚生労働大臣による調査等によって、

実習実施者が認定計画に従って技能実習

を行わせていないことが判明したとき、

技能実習法、出入国又は労働に関する法

令等に違反していることが判明したとき

であって、技能実習の適正な実施を確保

するために必要があると認めるときは、

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣

が改善命令を行う場合があります（法第

１５条、第４章第７節「改善命令等（技能

実習法第１５条）」参照）。 

 

○ さらに、一度認定された技能実習計画

であっても、認定計画に従って技能実習

を実施していない場合や、認定基準を満

たさなくなった場合、実習実施者が欠格

事由に該当することとなった場合、主務

大臣が行う立入検査を拒んだり妨害等し

た場合、改善命令に違反した場合、入管

法令や労働関係法令に違反した場合等に

は、認定の取消しの対象となります（法

第１６条、第４章第８節「認定の取消し

等（技能実習法第１６条）」参照）。 

 

（略） 

第３節 実習実施者に対する指導監督 

 

○ 主務大臣である法務大臣と厚生労働大

臣には、技能実習計画の認定に関する業

務について、実習実施者や監理団体等に

対し、報告の徴収、帳簿書類の提出若し

くは提示の命令、出頭の命令、質問又は

立入検査を行う権限が認められています

（法第１３条、Ｐ１６６参照）。 

 

 

 

○ また、機構や出入国在留管理庁長官及

び厚生労働大臣による調査等によって、

実習実施者が認定計画に従って技能実習

を行わせていないことが判明したとき、

技能実習法、出入国又は労働に関する法

令等に違反していることが判明したとき

であって、技能実習の適正な実施を確保

するために必要があると認めるときは、

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣

が改善命令を行う場合があります（法第

１５条、Ｐ１６８参照）。 

 

 

○ さらに、一度認定された技能実習計画

であっても、認定計画に従って技能実習

を実施していない場合や、認定基準を満

たさなくなった場合、実習実施者が欠格

事由に該当することとなった場合、主務

大臣が行う立入検査を拒んだり妨害等し

た場合、改善命令に違反した場合、入管

法令や労働関係法令に違反した場合等に

は、認定の取消しの対象となります（法

第１６条、Ｐ１６９参照）。 

 

 

（略） 

 

  



 
【通し番号】７－２０ 

【改正箇所】第９章第４節 監理団体に対する指導監督 

改正 現行 

第４節 監理団体に対する指導監督 

 

○ 主務大臣である法務大臣と厚生労働大

臣には、監理団体の許可に関する業務に

ついて、実習実施者や監理団体等に対し、

報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提

示の命令、出頭の命令、質問又は立入検

査を行う権限が認められています（法第

３５条、第５章第１２節「報告徴収等（技

能実習法第３５条）」参照）。 

 

○ また、機構や主務大臣による調査等に

よって、技能実習法、出入国又は労働に

関する法令等に違反していることが判明

したときであって、監理事業の適正な運

営を確保するために必要があると認める

ときは、主務大臣が改善命令を行う場合

があります（法第３６条、第５章第１３

節「改善命令等（技能実習法第３６条）」

参照）。 

 

○ さらに、一度許可を受けた監理団体で

あっても、許可基準を満たさなくなった

場合、監理団体が欠格事由に該当するこ

ととなった場合、許可の条件に違反した

場合、改善命令に違反した場合、入管法

令や労働関係法令に違反した場合等に

は、許可の取消しの対象となります（法

第３７条第１項、第５章第１４節第１「許

可の取消し等に関する事項」参照）。 

 

○ なお、監理団体が、許可の取消事由（欠

格事由を除く。）に該当することとなった

場合においても、主務大臣は、違反の内

容等を考慮した上で、許可の取消しでは

なく、期間を定めて監理事業の全部又は

一部の停止を命ずることがあります（法

第３７条第３項、第５章第１４節第２「事

業停止命令に関する事項」参照）。 

第４節 監理団体に対する指導監督 

 

○ 主務大臣である法務大臣と厚生労働大

臣には、監理団体の許可に関する業務に

ついて、実習実施者や監理団体等に対し、

報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提

示の命令、出頭の命令、質問又は立入検

査を行う権限が認められています（法第

３５条、Ｐ２８７参照）。 

 

 

○ また、機構や主務大臣による調査等に

よって、技能実習法、出入国又は労働に

関する法令等に違反していることが判明

したときであって、監理事業の適正な運

営を確保するために必要があると認める

ときは、主務大臣が改善命令を行う場合

があります（法第３６条、Ｐ２８８参照）。 

 

 

 

○ さらに、一度許可を受けた監理団体で

あっても、許可基準を満たさなくなった

場合、監理団体が欠格事由に該当するこ

ととなった場合、許可の条件に違反した

場合、改善命令に違反した場合、入管法

令や労働関係法令に違反した場合等に

は、許可の取消しの対象となります（法

第３７条第１項、Ｐ２８９参照）。 

 

 

 

○ なお、監理団体が、許可の取消事由（欠

格事由を除く。）に該当することとなった

場合においても、主務大臣は、違反の内

容等を考慮した上で、許可の取消しでは

なく、期間を定めて監理事業の全部又は

一部の停止を命ずることがあります（法

第３７条第３項、Ｐ２８９参照）。 



 
【通し番号】８ 

【改正箇所】参考様式第１-14 号（規則第８条第 13 号関係） 

改正 現行 

１．雇用契約 

 

実習実施者（住所：        ）

（以下「甲」という。）と 

技 能 実 習 生 （ 候 補 者 を 含 む 。）            

（以下「乙」という。）は、 

以下の「２．雇用条件」に記載された内容

に従い、雇用契約を締結する。 

 

本雇用契約は、乙が在留資格「技能実習

１号」の上陸許可を受けたこと及び法令上

技能等に係る業務に従事させる期間より前

に行われるべき入国後講習を終了したこと

を条件に、雇用条件書に記載の雇用契約の

始期が到来したことをもって効力を生じる

ものとする。 

 

雇用条件書に記載の雇用契約期間（雇用

契約の始期と終期）は、乙の入国日が入国

予定日と相違する場合は、実際の入国日に

伴って変更されるものとする。甲乙双方は、

乙の在留資格に係る審査結果を互いに共有

することとする。 

 

（略） 

 

２．雇用条件 

Ⅰ．雇用契約期間 

１．雇用契約期間 （略） 

２．契約の更新の有無 

 ☐ 自動的に更新する 

☐ 更新する場合があり得る 

☐ 契約の更新はしない 

 ※ 更新の有無を「更新する場合があり得

る」とした場合の更新の判断基準は以下

のうちチェックされた項目のとおりとす

る。ただし、技能実習計画を終了するま

では原則として更新する。 

 ☐ 契約期間満了時の業務量 

☐ 技能実習生の勤務成績、態度 

１．雇用契約 

 

実習実施者（住所：        ）

（以下「甲」という。）と 

技 能 実 習 生 （ 候 補 者 を 含 む 。）            

（以下「乙」という。）は、 

以下の「２．雇用条件」に記載された内容

に従い、雇用契約を締結する。 

 

本雇用契約は、乙が在留資格「技能実習

１号」により本邦に入国して、技能等に係

る業務に従事する活動を開始する時点をも

って効力を生じるものとする。 

 

 

 

 

雇用条件書に記載の雇用契約期間（雇用

契約の始期と終期）は、乙の入国日が入国

予定日と相違する場合は、実際の入国日に

伴って変更されるものとする。（追加） 

 

 

 

（略） 

 

２．雇用条件 

Ⅰ．雇用契約期間 

１．雇用契約期間 （略） 

２．契約の更新の有無 

 ☐ 契約の更新はしない 

☐ 原則として更新する 

※ 会社の経営状況が著しく悪化した場

合等には、契約を更新しない場合があ

る。 

 

 

 

 



 
☐ 技能実習生の業務を遂行する能力 

☐ 会社の経営状況 

☐ 従事している業務の進捗状況 

☐ その他（            ） 

 

  



 
【通し番号】９ 

【改正箇所】参考様式第１－19 号（規則第８条第 17 号関係） 

改正 

参考様式第１-19 号（規則第８条第 17 号関係）                 （日本産業規格Ａ列４） 

Ａ・Ｄ 

 

技 能 実 習 の 期 間 中 の 待 遇 に 関 す る 重 要 事 項 説 明 書   

 

 

                殿 

 

 技能実習の期間中の待遇について、以下のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお

願いします。 

 

１ 実習中の待遇 

雇用契約期間、就業（技能実習）の場所、従事すべき業務（職種及び作業）の内容、労働時間等、休日、休暇、

賃金、退職に関する事項、宿泊施設に関する事項、その他の事項については、別紙「雇用契約書及び雇用条件書」

のとおりです。 

（注意）宿泊施設の概要を明らかにするため、当該施設の見取り図を添付すること。 

 

２ 入国後講習中の待遇 

１講習手当 

（１か月当た

り） 

①支給の有無 ☐ 有（支給額・支給内容                 ）☐ 無 

②備考  

２食費 

（１か月当た

り） 

①支給の有無 ☐ 有（支給内容                   ）☐ 無 

②技能実習生
の負担の有無 

☐ 有（負担内容                   ）☐ 無 

③備考  

３居住費 

（１か月当た

り） 

①支給の有無 ☐ 有（支給内容                    ）☐ 無 

②技能実習生
の負担の有無 

☐ 有（負担内容                    ）☐ 無 

③形態 
 ☐寮（寄宿舎） ・ ☐賃貸住宅 ・ ☐その他
（        ） 

④名称  

⑤所在地 
〒   － 
 

（電話   ―   ―    ） 

⑥規模 
面積（   m2）、収容人員（   人）、１人当たり居室
（   m2） 

４その他  

（注意）４欄は、１欄から３欄まで以外の諸手当等が支給される場合など特記すべき事項がある場合に記載する
こと。 

 



 

 

３ 実習先変更（団体監理型の場合） 

実習先の変更は、やむを得ない事情がある場合（※）を除き、技能実習生が第２号技能実習の目標（技能検

定等３級の実技試験の合格）を達成して第３号技能実習を行うことを希望し、かつ、優良な実習実施者及び優

良な監理団体が当該技能実習生の受入れを希望する場合に可能となります。 

※ 実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施

者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせるこ

とが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情による実習先の

変更の場合が該当します。 

 

４ その他の事項 

 

（注意） 特記すべき事項がある場合に記載すること。 

 また、石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事することがある場合は、上記

その他の事項に「石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事することがありま

す。」と記載し、当該書類（参考様式第 1-19 号）及び別紙（参考様式第１-47 号）を外国人技能実習機

構へ提出する必要があります（運用要領第４章第２節第８「技能実習を行わせる事業所の設備に関するも

の」及び第 10「技能実習生の待遇に関するもの」参照）。 

以上の内容について説明しました。 

 
          年    月     日 

 

                      説明者の氏名              

 

（申請者（実習実施者）との関係            ） 

 

以上の内容について上記の説明者から説明を受け、その内容を十分に理解しました。 

 
          年    月     日 

 

      技能実習生になろうとする者／技能実習生の署名               

 

 

 

 

 

 

 

 



 
参考様式第１-19 号（規則第８条第 17 号関係）                 （日本産業規格Ａ列４） 

Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆ 

 

技 能 実 習 の 期 間 中 の 待 遇 に 関 す る 重 要 事 項 説 明 書 
 

 

                殿 

 

 技能実習の期間中の待遇について、以下のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお

願いします。 

 

１ 実習中の待遇 

 雇用契約期間、就業（技能実習）の場所、従事すべき業務（職種及び作業）の内容、労働時間等、休日、休暇、

賃金、退職に関する事項、宿泊施設に関する事項、その他の事項については、別紙「雇用契約書及び雇用条件書」

のとおりです。 

（注意）宿泊施設の概要を明らかにするため、当該施設の見取り図を添付すること。 

 

２ 実習先変更（団体監理型の場合） 

実習先の変更は、やむを得ない事情がある場合（※）を除き、技能実習生が第２号技能実習の目標（技能検

定等３級の実技試験の合格）を達成して第３号技能実習を行うことを希望し、かつ、優良な実習実施者及び優

良な監理団体が当該技能実習生の受入れを希望する場合に可能となります。 

※ 実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施

者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせるこ

とが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情による実習先の

変更の場合が該当します。 

 

３ その他の事項 

 

（注意） 特記すべき事項がある場合に記載すること。 
 また、石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事することがある場合は、上
記その他の事項に「石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事することがあ
ります」と記載し、当該書類（参考様式第 1-19 号）及び別紙（参考様式第１-47 号）を外国人技能実
習機構へ提出する必要があります（運用要領第４章第２節第８「技能実習を行わせる事業所の設備に関
するもの」及び第 10「技能実習生の待遇に関するもの」参照）。 

 

以上の内容について説明しました。 

          年    月     日 

                      説明者の氏名              

（申請者（実習実施者）との関係            ） 

以上の内容について上記の説明者から説明を受け、その内容を十分に理解しました。 
          年    月     日 

 

                      技能実習生の署名               



 
現行 

参考様式第１-19 号（規則第８条第 17 号関係）                 （日本産業規格Ａ列４） 

Ａ・Ｄ 

 

技 能 実 習 の 期 間 中 の 待 遇 に 関 す る 重 要 事 項 説 明 書   

 

                殿 

 

 技能実習の期間中の待遇について、以下のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお

願いします。 

 

１ 実習中の待遇 

雇用契約期間、就業（技能実習）の場所、従事すべき業務（職種及び作業）の内容、労働時間等、休日、休暇、

賃金、退職に関する事項、宿泊施設に関する事項、その他の事項については、別紙「雇用契約書及び雇用条件書」

のとおりです。 

（注意）宿泊施設の概要を明らかにするため、当該施設の見取り図を添付すること。 

 

２ 入国後講習中の待遇 

１講習手当 

（１か月当た

り） 

①支給の有無 ☐ 有（支給額・支給内容                 ）☐ 無 

②備考  

２食費 

（１か月当た

り） 

①支給の有無 ☐ 有（支給内容                   ）☐ 無 

②技能実習生
の負担の有無 

☐ 有（負担内容                   ）☐ 無 

③備考  

３居住費 

（１か月当た

り） 

①支給の有無 ☐ 有（支給内容                    ）☐ 無 

②技能実習生
の負担の有無 

☐ 有（負担内容                    ）☐ 無 

③形態 
 ☐寮（寄宿舎） ・ ☐賃貸住宅 ・ ☐その他
（        ） 

④名称  

⑤所在地 
〒   － 
 

（電話   ―   ―    ） 

⑥規模 
面積（   m2）、収容人員（   人）、１人当たり居室
（   m2） 

４その他  

（注意）４欄は、１欄から３欄まで以外の諸手当等が支給される場合など特記すべき事項がある場合に記載する
こと。 

 

３ 実習先変更（団体監理型の場合） 

実習先の変更は、やむを得ない事情がある場合（※）を除き、技能実習生が第２号技能実習の目標（技能検



 
定等３級の実技試験の合格）を達成して第３号技能実習を行うことを希望し、かつ、優良な実習実施者及び優

良な監理団体が当該技能実習生の受入れを希望する場合に可能となります。 

※ 実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施

者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせるこ

とが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情による実習先の

変更の場合が該当します。 

 

４ その他の事項 

 

（注意）特記すべき事項がある場合に記載すること。 

（新設） 

 

以上の内容について説明しました。 

 
          年    月     日 

 

                      説明者の氏名              

 

（申請者（実習実施者）との関係            ） 

 

 

以上の内容について上記の説明者から説明を受け、その内容を十分に理解しました。 

 
          年    月     日 

 

                    技能実習生の署名               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
参考様式第１-19 号（規則第８条第 17 号関係）                 （日本産業規格Ａ列４） 

Ｂ・Ｃ・Ｅ・Ｆ 

 

技 能 実 習 の 期 間 中 の 待 遇 に 関 す る 重 要 事 項 説 明 書 
 

 

                殿 

 

 技能実習の期間中の待遇について、以下のとおり説明します。この内容は重要ですから、十分理解されるようお

願いします。 

 

１ 実習中の待遇 

 雇用契約期間、就業（技能実習）の場所、従事すべき業務（職種及び作業）の内容、労働時間等、休日、休暇、

賃金、退職に関する事項、宿泊施設に関する事項、その他の事項については、別紙「雇用契約書及び雇用条件書」

のとおりです。 

（注意）宿泊施設の概要を明らかにするため、当該施設の見取り図を添付すること。 

 

２ 実習先変更（団体監理型の場合） 

実習先の変更は、やむを得ない事情がある場合（※）を除き、技能実習生が第２号技能実習の目標（技能検

定等３級の実技試験の合格）を達成して第３号技能実習を行うことを希望し、かつ、優良な実習実施者及び優

良な監理団体が当該技能実習生の受入れを希望する場合に可能となります。 

※ 実習実施者の経営上・事業上の都合、実習認定の取消し、実習実施者における労使間の諸問題、実習実施

者における暴行等の人権侵害行為や対人関係の諸問題等、現在の実習実施者の下で技能実習を続けさせるこ

とが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護という趣旨に沿わないと認められる事情による実習先の

変更の場合が該当します。 

 

３ その他の事項 

 

（注意）特記すべき事項がある場合に記載すること。 
（新設） 

 

以上の内容について説明しました。 

          年    月     日 
 

                      説明者の氏名              

（申請者（実習実施者）との関係            ） 
 
 

以上の内容について上記の説明者から説明を受け、その内容を十分に理解しました。 
 

          年    月     日 
 

                    技能実習生の署名               



 
【通し番号】１０ 

【改正箇所】参考様式第 2-1 号 

改正 現行 

参考様式第２-１号（規則第 27 条第１項第

３号関係） 

申請者の概要書 

１～３（略） 

４ その他特記事項 

（略） 

（削除） 

参考様式第２-１号（規則第 27 条第１項第

３号関係） 

申請者の概要書 

１～３（略） 

４ その他特記事項 

（略） 

（注意） 

入国後講習を実施する施設を確保している

場合は、講習実施施設の施設名、所在地、連

絡先を記載すること。 

 

  



 
【通し番号】１１ 

【改正箇所】新設（参考様式第１-47 号（規則第 10 条第２項第２号関係）） 

改正 

参考様式第１-47 号（規則第 10 条第２項第２号関係）             （日本産業規格Ａ列４） 

Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・Ｆ 

 

石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事する場合の留意点や補償制度等につい

て 

 

１ 石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事する場合の留意点について 

あなたは今回の技能実習において、石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事する

ことがありますが、実習実施者は、あなたに健康障害を発生させないための措置を講ずるほか、あなたの健康

管理のための健康診断を実施する義務があります。 

あなたは、自身の健康障害を防止するため、作業手順を守り、保護具を適切に装着するなど、ルールを守っ

て技能実習を行うほか、実習実施者が実施する健康診断を受ける義務があります。 

技能実習の申込みは、これらの内容について十分に理解した上で決定してください。 

  

２ 労災保険給付について 

石綿にばく露することによって、将来、肺がんや中皮腫等の疾病を発症する可能性があります。 

石綿を含む建材等が使用されている建築物等の解体等の業務に従事したことがあり、肺がんや中皮腫等を発

症し、それが日本で労働者として従事していたことが原因である（業務上の疾病）と認められた場合には、労

災保険給付を受けることができます。 

なお、労災保険給付については、技能実習生が母国に帰国した場合であっても請求することができます。 

 

 

以上の内容について説明しました。 

 

 

 

 

以上の内容について、上記の説明者から説明を受け、その内容を十分理解しました。 

    年   月   日 

技能実習生になろうとする者／技能実習生の署名                  

 

 

現行 

（新設） 

 

 

 

 

 

   年   月   日 

説明者の氏名                

（申請者（実習実施者）との関係              ） 
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